
議案第  号 

宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年） 月 日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 宝塚市水道事業給水条例（昭和３６年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２５条関係） 

区分 基本料金（１

月につき） 

従量料金（１月における使用水量１立方メートルにつき） 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 第６段 第７段 

一 般

用（公

衆 浴

場 用

及 び

臨 時

用 以

外 の

も の

を い

う。）

１３ミ

リメー

トル 

９００円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２２円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１５０円

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１８５円

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２４０円

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２６０円

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

以 下 の

分 

２８０円

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

る分 

３００円
２０ミ

リメー

トル 

１,１５０円

２５ミ

リメー

トル 

１,８２０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分  

１６０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

２ ０ 立

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

３ ０ 立



 

３０ミ

リメー

トル 

５,６００円

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１６０円

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１９０円

 

４０ミ

リメー

トル 

１１,２００円

 

５０ミ

リメー

トル 

２２,４００円

 

７５ミ

リメー

トル 

２８,０００円

 

１００

ミリメ

ートル 

５６,０００円

 １５０

ミリメ

ートル 

８４,０００円



 ２００

ミリメ

ートル

以上 

別に管理者

が定める。 

公衆浴場用 ２,０００円 ５０円 

臨時用 ４,０００円 ４００円 

備考 用途適用基準は、別に管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用水量に係る水道の給水料金について適用し、

施行日前の使用水量に係る水道の給水料金については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、施行日から令和７年３月３１日までの使用水量に

係る水道の給水料金については、附則別表の規定を適用する。 

４ 前２項の場合において、施行日又は令和７年４月１日以後に初めて徴収する水道の給

水料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の使用期間（以下「第１期分使用期間」

という。）に施行日又は令和７年４月１日前の使用期間を含むものについては、当該使

用水量を第１期分使用期間において各日均等に使用したものとみなし、算定する。 

附則別表 

区分 基本料金（１

月につき） 

従量料金（１月における使用水量１立方メートルにつき） 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 第６段 第７段 

一 般

用（公

衆 浴

場 用

及 び

臨 時

用 以

１３ミ

リメー

トル 

８５０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２１円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

る分 

２ ８ ０ 円
２０ミ

リメー

トル 

１,０７５円



外 の

も の

を い

う。）

 

下の分 

１３５円

下の分 

１６８円

下の分 

２２０円

下の分 

２４０円

以 下 の

分 

２６０円

２５ミ

リメー

トル 

１,５６０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分  

１４０円

 

 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１４０円

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１７０円

３０ミ

リメー

トル 

４,８００円

４０ミ

リメー

トル 

９ ,６ ０ ０ 円

５０ミ

リメー

トル 

１ ９ ,２ ０ ０ 円

７５ミ

リメー

トル 

２ ４ ,０ ０ ０ 円



 

１００

ミリメ

ートル 

４ ８ ,０ ０ ０ 円

 １５０

ミリメ

ートル 

７ ２ ,０ ０ ０ 円

 ２００

ミリメ

ートル

以上 

別に管理者

が定める。 

公衆浴場用 ２,０００円 ５０円 

臨時用 ４,０００円 ４００円 

備考 用途適用基準は、別に管理者が定める。 

 














































































































